
福祉医療費助成事業の助成方法に係るフローチャート（加入保険別）

加入している医療保険 受給者の年齢 高齢受給者証の有無
一部負担金（医療費の
2・3割）が35,400円を

超えるか？
限度額認定証等の有無 助成方法

ある 現物給付
限度額認定証に記載の区分に応
じた限度額を適用

or

ない 現物給付 所得区分「ウ」を適用

or

or

ない 償還払い

超えない 現物給付

or

ある 現物給付
限度額認定証に記載の区分に応
じた限度額を適用

or

ない 償還払い

or

or

ない 償還払い

69歳以下 現物給付
標準報酬月額28～50万円の所得
区分を適用

or

ある 現物給付 「一般」の所得区分を適用

or

ない 償還払い

注１：県外の市町村国民健康保険及び県外に本部を有する国民健康保険組合を指します。
注２：県内の後期高齢者医療に加入されている方は、限度額適用認定証等の提示の有無に関わらず現物助成の対象となります。

ある

現物給付

高額発生の場合、限度額認定証
に記載の区分（証の提示がない
場合、2割負担の方は一般の区
分、3割負担の方は現役並みⅢの
区分）に応じた限度額を適用

被用者保険
70歳以上
75歳未満
(高齢受給者）

兵庫県内
の国保

69歳以下

70歳以上
75歳未満
(高齢受給者）

ある

現物給付

高額発生の場合、限度額認定証
に記載の区分（証の提示がない
場合、2割負担の方は一般の区
分、3割負担の方は現役並みⅢの
区分）に応じた限度額を適用

兵庫県外
の国保(注1)

69歳以下

超える

70歳以上
75歳未満
(高齢受給者）


